
久米島の人口・世帯数（2017年 9月末現在）

男：４,２67人　世帯数：３,９93世帯
女：３,７49人
計：8,016人

「ハローウィン仲里幼稚園 ・ 中央保育所」

日時：平成２９年１０月３１日（火）
場所：久米島町役場　仲里庁舎

９ 月 定 例 会９ 月 定 例 会
9月定例会で決まったこと
９月定例会・臨時会で決まったこと
意見書・決議書
町政を問う　一般質問
一部訂正・議会の傍聴へ行こう
決議書採択
（職員不祥事の再発防止を強く求める）について
編集後記
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９月定例会で
決まったこと

で
決まったこと

で
決まったこと

平成 29 年 9月（第 7回）定例会は、9月 15 日
から27日までの13日間の日程で行われました。
定例会では、平成 28年度の決算をはじめ議案

8件、認定 4件、報告 2件、同意 12 件、発議 1
件、決議 2件を審議し、すべて原案どおり可決・
採択しました。15 日・19 日の一般質問では 11
人が登壇し、活発な議論が行われました。

平成２９年度補正予算 	 ※全員賛成
●一般会計補正予算（第６号）　　　　　　　　　
８３億２３７１万円（５億４６１１万円増）

●国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
１５億１３４４万円（４８６１万円増）

●後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
７７６９万円（４２２万円増）

●下水道事業特別会計補正予算（第１号）
３億０９１４万円（２１５２万円増）

報　　告 	
●�平成 28年度久米島町教育委員会の事務に関する
点検・評価報告

●�平成 28年度決算に基づく健全化判断比率及び資
金不足比率の報告

条例の改正 	 ※全員賛成
●�久米島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費
用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
　農業委員会等に関する法律の改正に伴い、新たに委嘱
される農地利用最適化推進委員の報酬を定める必要が
ある。

●�久米島町地域集会施設及び農村公園条例の一部を
改正する条例について
　比嘉公民館の新設により、新たに久米島町地域集会施
設及び農村公園条例の施設名称に比嘉公民館を追加す
る必要がある。

� ※多数起立
●�久米島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅
費に関する条例の一部を改正する条例について
　職員による公金横領事件に関する管理者責任として、
町長、副町長の給料の減額を行うための改正を行う。

平成２８年度決算 	 ※全員賛成で認定
●国民健康保険特別会計決算
●後期高齢者医療特別会計決算
●下水道事業特別会計
●水道事業会計

※詳しい内容を一般会計決算認定後、掲載いたします。

一般審議 	 ※全員賛成
●�久米島町地域集会施設及び農村公園の指定管理者
の指定について
名称　比嘉公民館

選　任 	 ※全員賛成
●農業委員会委員の任命について
比嘉　康氏（字宇江城）	 吉永　博之氏（字真謝）
新垣　良男氏（字真謝）	 宇江城　悟氏（字比嘉）
大道　裕司氏（字謝名堂）	 渡慶次　朝夫氏（字山城）
新垣　薫氏（字儀間）	 山城　秀昭氏（字西銘）
吉永　幸夫氏（字仲地）	 當間　淩氏（字仲泊）
仲村渠　勝枝氏（字大原）	 津波　実氏（字真謝）

専決処分 	
●平成２９年度久米島町一般会計補正予算（第５号）
　地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成
２９年８月１５日に専決処分したので、同条第３項の
規定により議会に報告し、その承認を得る必要がある。

議員提出 	 ※全員賛成
●職員不祥事の再発防止を強く求める決議

（要約文を１6ページへ掲載）

●�駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に
関する要望決議

●県産品の優先使用について（要請）

賛否が分かれた議案審議結果 	 賛成は○　反対はX

　　　　　　　　氏　名

件	名

喜
久
村

等

盛
本

實　

平
良

弘
光

崎
村

正
明

吉
永

浩

赤
嶺　

秀
德

仲
村

昌
慧

喜
久
里

猛

棚
原

哲
也

玉
城

安
雄

安
村

達
明

翁
長

学

饒
平
名
智
弘

久米島町特別職の職員で常勤のものの給
与及び旅費に関する条例の一部を改正す
る条例について

○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○

※議長は採択に関わらない
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第８回臨時会で
決まったこと決まったこと決まったこと

平成２９年度補正予算 	 ※起立多数
●一般会計補正予算（第８号）　８３億３７５２万円（６７００千円増）

平成２９年度補正予算 	 ※全員賛成
●一般会計補正予算（第７号）
８３億３０８２万円（７，１１２千円増）

議員提出 	 ※全員賛成
●普天間基地所属ＣＨ５３Ｅ大型輸送ヘリコプター不時着炎上事故に対する意見書

（要約文を４ページへ掲載）

●普天間基地所属ＣＨ５３Ｅ大型輸送ヘリコプター不時着炎上事故に対する決議書
（要約文を４ページへ掲載）

P 2 , 3 賛否が分かれた議案の賛成・反対討論
Ｐ２・久米島町特別会職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について

職員による公金横領事件に関する管理者責任として、町長、副町長の給料の減額を行うための改正
を行う。

反対討論・	当初は、３カ月の１０％というところ何で６カ月１０％になったかと経緯を確認したら、町長より「一
部の町民の声で」という答弁に、町の最高責任者としての自覚をもう一度考えてほしいという意味も
込めて反対します。

賛成討論・	当初は、３カ月１０％から地域の声や各自治体の事例、前例等を懸案して町長の意向そったかたちで
６カ月の１０％また更に期末手当まで対象ですので、完全ではありませんが、ある程度はこの条例改
正案について妥当ということで賛成です。

Ｐ３・平成 29 年度補正予算（第８号）6700 千万円増
補正予算中、「サトウキビ振興協議会国庫補助金の返還にかかる負担金３千３５６万２千円」に
対して

反対討論・	返還が遅れれば利息が付く、それで補助金にも影響がでる。だからこそ責任の所在を明確にしてほしい。
担保が取れないままに、この議案を認めれば、町民に負担をかけることが危惧されますので反対します。

賛成討論・	ＪＡ、久米糖としっかり協議して、組織の改編もお願いして、そのままほっておいたら１日１万円と
いう負担金も出てきて次年度の影響も出てきますので、さらに町民の負担をかけることになると思い
ますので賛成します。

請負契約 	 ※全員賛成
●久米島町多目的公園整備工事請負契約
	 ◎契約の方法	 指名競争入札
	 ◎契約金額	 １億２５２８万円
	 ◎契約の相手	 株式会社　宮城組

●風の帰る森プロジェクト本館建築工事請負契約
	 ◎契約の方法	 指名競争入札
	 ◎契約金額	 ２億４０２４万円
	 ◎契約の相手	 代表者　久米建設株式会社
	 	 構成員　株式会社　宮城組

第９回臨時会で
決まったこと決まったこと決まったこと

会期：平成２９年１０月１３日

会期：平成２９年１０月２３日

賛否が分かれた議案審議結果 	 賛成は○　反対はX

　　　　　　　　氏　名

件	名

喜
久
村

等

盛
本

實　

平
良

弘
光

崎
村

正
明

吉
永

浩

赤
嶺　

秀
德

仲
村

昌
慧

喜
久
里
　
猛

棚
原

哲
也

玉
城

安
雄

安
村

達
明

翁
長

学

饒
平
名
智
弘

平成 29年度一般会計補正予算（第 8号） ○ ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○

※議長は採択に関わらない

第 2 回・第 4 回 臨時会
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意 見 書・ 決 議 書

米海兵隊ＣＨ 53 Ｅ大型輸送ヘリコプター不時着炎上事故に対する
意見書・抗議決議

　去る 10 月 11 日午後 5 時過ぎ、米軍普天間基地所属のＣＨ 53 Ｅ大型輸送ヘリコプターが
東村高江の民間地域に不時着し炎上する事故が発生した。
　事故現場周辺においては、6 カ所のヘリパッド建設が強行された結果、民間地上空での訓練
が激化し、いつ事故が発生するか分からないという訴えが相次ぐ中、事故が発生した。
　事故現場は、民間の牧草地で民家から数百メートルしか離れておらず、県道 70 号線にも近
接していることから、まさに県民を巻き込む大惨事寸前の事故である。ＣＨ 53 Ｅヘリコプタ
ーは去る 6 月 1 日午後１時頃久米島空港にも緊急着陸の事故を起こしており、町民をはじめ
県民に強い衝撃を与えるとともに、住民の不安と恐怖ははかり知れないものがある。
　米軍航空機の事故については、これまで枚挙にいとまがないほど発生しており、普天間基
地所属のＭＶ 22 オスプレイが、昨年 12 月 13 日訓練中に名護市安部の海岸に墜落事故を起
こし、さらに同日、別機が普天間飛行場で胴体着陸するという事故が連続して発生した。
　また、今年に入り、6 月 6 日に伊江島補助飛行場、6 月 10 日に奄美空港、8 月 29 日に大
分空港、9 月 29 日には新石垣空港に緊急着陸するというトラブルを立て続けに起こすなど異
常な事態となっている。
　米軍機に関する事故については、その都度、本町議会をはじめ県議会や地元市町村議会な
どが米軍や関係機関に繰り返し抗議決議を行ってきたにもかかわらず、事故が後を絶たない
現状に怒りを覚えるとともに、米軍の安全管理体制の不備を指摘せざるを得ない状況となっ
ている。
　日米両政府においては、米軍機による事故が頻発している実態を真摯に受け止め、県民の
過重な基地負担の確実な軽減を図るよう、より一層全力を挙げて取り組むべきである。
　よって、本町議会は、町民並びに県民の生命・財産及び生活環境を守る立場から今回の事
故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに措置されるよう強く要請する。

記

１ 事故の原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに公表すること。
２ 事故原因の究明、安全性が確保されるまで同型機の飛行を一切中止すること。
３ 民間地上空および水源地上空での米軍機の飛行訓練を中止すること。
４ 日米地位協定を抜本的に改定すること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

　　平成 29 年 10 月 23 日 

駐日米国大使、在日米軍司令官、第３海兵遠征軍司令官、在沖米国総領事

内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官、沖縄及び北方対策担当大臣
外務省沖縄特命全権大使、沖縄防衛局長

【抗議決議のあて先】

【意見書のあて先】
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質問と答弁の内容を要約して掲載しています。
※ここでは年号（平成）を省略しております。

問

答

処分が甘いのでは

議会が決めるもの

吉永　浩 議員

吉
永

職
員
の
不
祥
事
で
新
た
に

判
明
し
た
事
実
は
。

総
務
課
長

27
年
度
も
一
部
横
領

が
発
覚
。

吉
永

公
表
さ
れ
て
い
な
い
部
分

の
町
民
へ
説
明
す
る
機
会
は
。

総
務
課
長

起
訴
が
確
定
し
た
段

階
で
説
明
す
る
予
定
。

吉
永

信
頼
回
復
に
は
他
の
任
意

団
体
予
算
も
再
チ
エ
ッ
ク
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
。

会
計
管
理
者

今
事
件
が
一
段
落

し
た
時
点
で
、
調
査
す
る
。

吉
永

町
長
、
副
町
長
の
処
分
が

10
％
、
６
ケ
月
の
減
給
で
は
甘
い

の
で
は
。
そ
の
根
拠
は
。

総
務
課
長

他
市
町
村
の
前
例
を

参
考
。
処
分
は
議
員
、
町
民
の
判

断
で
決
定
し
て
い
く
も
の
。

問

婦
人
健
診
の
無
償
化

答

関
係
課
と
調
整
を

吉
永

働
き
盛
り
で
、
子
ど
も
を

生
み
育
て
る
世
代
の
女
性
の
健
康

を
守
る
取
組
み
と
し
て
、
婦
人
健

診
の
無
料
化
が
必
要
で
は
。

福
祉
課
長

関
係
課
と
調
整
が
必

要
。

吉
永

女
性
の
活
躍
が
で
き
る
島

を
目
指
し
て
ほ
し
い
。

問

在
宅
支
援
の
拡
充

答

実
施
可
能
性
の
検
討

吉
永

不
足
す
る
介
護
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
対
策
と
し
て
、
お
泊
り
デ

イ
の
推
進
で
き
な
い
か
。

福
祉
課
長

制
度
上
の
調
整
が
必

要
で
あ
り
、
確
認
す
る
。

吉
永

２
０
２
５
年
問
題
が
あ

る
。
資
格
取
得
な
ど
介
護
人
材
の

確
保
策
も
要
望
す
る
。

問

社
会
参
加
促
進
体
制

答

免
除
範
囲
拡
大
を
検
討

吉
永

久
米
島
全
体
が
社
会
資

源
。
障
が
い
者
の
バ
ス
利
用
料
免

除
の
範
囲
拡
大
が
必
要
で
は
。

福
祉
課
長

免
除
範
囲
の
拡
大
に

つ
い
て
は
関
係
課
と
調
整
す
る
。

吉
永

同
時
に
ア
ル
コ
ー
ル
依

存
、
生
活
困
窮
者
の
、
期
間
限
定

免
除
も
要
望
す
る
。

問

発
達
障
が
い
児
支
援

体
制
を

答

福
祉
計
画
に
取
り
入

れ
た
い

吉
永

発
達
障
が
い
児
を
持
つ
親

子
を
孤
立
さ
せ
な
い
た
め
、
普
及

啓
発
が
必
要
で
は
。
不
安
を
抱
え

る
。
親
同
士
が
集
う
場
所
も
必
要

で
は
。

福
祉
課
長

福
祉
計
画
に
取
り
入

れ
て
実
施
し
た
い
。

吉
永

行
政
も
声
が
聞
け
る
場
に

も
な
る
。
気
に
な
る
子
を
、
気
に

な
る
ま
ま
で
終
わ
ら
せ
な
い
優
し

い
町
づ
く
り
推
進
を
要
望
す
る
。

他
に
も
こ
ん
な
質
問

問

小
・
中
学
校
教
室
へ
の

冷
房
設
置
を

問

町
民
協
働
の
ウ
ミ
ガ
メ

保
護
を

問

ラ
ム
サ
ー
ル
ブ
ラ
ン
ド

の
推
進
を
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町政のここを問う



仲村　昌慧 議員

問

答

職員の不祥事への対応は

信頼回復に努める

仲
村

職
員
の
不
祥
事
に
つ
い
て

は
事
件
の
全
容
を
解
明
し
、
町
民

に
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

町
長

事
件
の
全
容
に
つ
い
て

は
、
余
罪
も
含
め
現
在
も
調
整
中

で
あ
る
。
横
領
の
手
口
や
横
領
金

の
使
途
な
ど
、
事
件
の
詳
し
い
内

容
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
捜
査
に

影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
現
段
階
で
公
表
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
る
べ
き
時
期
が

き
た
段
階
で
、
全
て
を
説
明
し
た

い
。

仲
村

町
長
は
重
大
な
責
任
を
感

じ
て
い
る
と
い
う
が
、
監
督
責
任

を
ど
う
果
た
す
か
。

町
長

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
二
度

と
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
公
金
の
管

理
体
制
を
は
じ
め
、
職
員
の
指
導

体
制
、
業
務
の
実
施
体
制
を
今
一

度
見
直
し
、
全
力
を
挙
げ
て
町
民

の
信
頼
回
復
に
努
め
る
。
事
件
の

責
任
を
取
っ
て
給
料
の
６
カ
月
間

10
％
の
減
額
を
今
議
会
に
提
案
し

た
い
。

仲
村

横
領
に
よ
る
損
害
金
を
町

が
補
填
す
る
場
合
の
責
任
を
ど
う

取
る
か
。

町
長

こ
の
件
に
関
し
て
は
、
先

方
、
顧
問
弁
護
士
、
警
察
の
方
と

の
や
り
取
り
の
最
中
で
あ
る
。
責

任
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
民
事

訴
訟
に
お
い
て
、
い
ろ
ん
な
手
続

き
を
準
備
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

中
で
い
ま
か
か
っ
た
費
用
に
お
い

て
も
、
全
て
請
求
す
る
予
定
で
あ

る
。問

故
・
大
田
昌
秀
氏
の

銅
像
建
立
を

答

実
施
に
向
け
て
準
備

を
進
め
る

仲
村

故
・
大
田
昌
秀
氏
は
知
事
・

参
議
院
議
員
を
歴
任
し
、
平
和
で

豊
か
な
沖
縄
の
実
現
に
多
大
な
功

績
を
残
し
た
。
偉
大
な
先
輩
で
あ

る
先
生
は
私
た
ち
久
米
島
の
誇
り

で
あ
り
、
多
く
の
方
々
が
銅
像
建

立
を
望
ん
で
い
る
。
銅
像
建
立
に

つ
い
て
町
長
の
見
解
を
伺
う
。

町
長

大
田
昌
秀
氏
は
、
久
米
島

出
身
の
元
県
知
事
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
平
和
研
究
家
、
平
和
活
動

家
と
し
て
多
大
な
功
績
を
残
さ
れ

て
お
り
、
大
田
昌
秀
氏
の
顕
彰
事

業
期
成
会
を
立
ち
上
げ
る
の
で
あ

れ
ば
、
全
県
的
な
組
織
に
す
る
必

要
が
あ
る
と
の
関
係
者
の
共
通
認

識
の
も
と
、
期
成
会
準
備
委
員
会

の
立
ち
上
げ
に
向
け
て
調
整
を
進

め
て
い
る
。
銅
像
建
立
に
つ
い
て

は
、
顕
彰
事
業
の
一
つ
と
し
て
位

置
づ
け
、
実
施
に
向
け
て
準
備
を

進
め
た
い
。

6

他
に
も
こ
ん
な
質
問

問

給
付
型
奨
学
金
制
度
に

つ
い
て
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問

答

職員の教育は

研修で対応

赤嶺　秀德 議員

赤
嶺

公
務
員
の
不
祥
事
が
国
、

県
地
方
を
問
わ
ず
発
生
し
て
い
る
。

本
町
職
員
へ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
指
導
教

養
を
行
っ
て
い
る
か
。

町
長

県
の
合
同
初
任
者
研
修
を

必
修
と
し
、
地
方
自
治
法
及
び
地

方
公
務
員
法
研
修
を
履
修
さ
せ
て

い
る
。

問

学
校
給
食
費
の
徴
収

は
答

分
割
納
付
等
で
対
応

赤
嶺

母
子
父
子
家
庭
は
子
供
の

貧
困
か
ら
給
食
費
の
未
徴
収
が
発

生
し
て
い
る
。
給
食
費
の
無
償
化
、

あ
る
い
は
減
額
等
の
事
業
計
画
は

な
い
か
。

町
長

分
割
、
又
は
助
成
金
の
支

給
時
に
納
付
し
て
も
ら
っ
た
り
、

無
償
の
形
も
あ
る
。

問

母
子
父
子
家
庭
の
実

態
は

答

助
成
事
業
で
対
応

赤
嶺

母
子
父
子
家
庭
は
子
供
の

貧
困
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

母
子
父
子
家
庭
へ
の
援
助
支
援
事

業
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

か
。

町
長

児
童
扶
養
手
当
給
付
又

は
、
母
子
父
子
家
庭
医
療
費
助
成

事
業
を
行
っ
て
い
る
。

問

県
道
89
号
線
は

答

整
備
の
計
画
は
な
い

赤
嶺

県
道
89
号
儀
間
、
嘉
手
苅

は
バ
イ
パ
ス
開
通
に
伴
い
県
道
か

ら
町
道
へ
と
格
下
げ
と
な
る
よ
う

で
あ
る
が
同
区
間
の
改
修
整
備
計

画
は
あ
る
か
。

町
長

南
部
土
木
事
務
所
か
ら
改

修
整
備
の
計
画
は
な
い
と
の
報
告

で
す
。

県道８９号　儀間嘉手苅
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棚原　哲也 議員

問

答

責任の再考は

処分は相当である

棚
原

一
律
給
与
10
％
、
三
か
月

の
減
俸
で
提
案
し
て
い
る
が
監
督

の
ず
さ
ん
さ
か
ら
発
生
し
た
事
件

で
あ
り
、
人
事
を
含
め
て
再
考
す

る
考
え
は
な
い
か
。

町
長

分
限
懲
戒
審
査
委
員
会
の

答
申
を
受
け
、
期
間
や
減
給
率
に

つ
い
て
処
分
は
相
当
で
あ
る
と
判

断
し
て
お
り
、
人
事
異
動
は
考
え

て
い
な
い
。

棚
原

課
長
、
班
長
は
管
理
者
の

注
意
義
務
を
怠
っ
た
と
い
う
認
識

が
あ
る
か
。

産
業
振
興
課
長

監
督
責
任
を
十

分
感
じ
て
い
る
。

棚
原

事
件
の
損
害
額
を
考
慮
し

た
場
合
、
非
常
に
軽
微
な
処
分
に

な
っ
て
い
る
と
思
う
、
見
直
す
こ

と
は
で
き
な
い
か
。

副
町
長

六
か
月
10
％
と
い
う
の

が
一
番
重
い
処
分
で
あ
り
、
今
回

10
％
三
か
月
、
こ
れ
以
上
の
重
い

処
分
は
必
要
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

問

射
爆
撃
場
の
返
還
を

答

返
還
要
請
を
行
う

棚
原

射
爆
撃
場
は
早
急
に
返
還

さ
せ
漁
業
や
観
光
産
業
の
経
済
活

動
に
活
用
し
た
方
が
産
業
振
興
に

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
思
う

が
町
長
の
考
え
は
。

町
長

町
と
し
て
も
同
海
域
を
漁

業
や
観
光
に
活
用
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

問
ト
イ
レ
、
シ
ャ
ワ
ー
及

び
監
視
塔
は

答

整
備
計
画
な
し

棚
原

海
岸
に
設
置
さ
れ
て
い
る

イ
ー
フ
ビ
ー
チ
西
側
に
設
置
の
ト

イ
レ
等
物
件
の
所
有
権
は
ど
こ
に

あ
る
か
。

商
工
観
光
長

登
記
は
確
認
し
て

い
な
い
。
ホ
テ
ル
で
建
設
し
た
話

を
聞
い
て
い
る
。

棚
原

当
施
設
は
観
光
客
等
不
特

定
多
数
の
人
が
利
用
す
る
施
設
で

あ
り
、
行
政
が
管
理
す
べ
き
だ
と

思
う
が
考
え
を
伺
い
た
い
。

商
工
観
光
長

現
時
点
で
町
と
し

て
整
備
す
る
こ
と
は
考
え
て
お
り

ま
せ
ん
。

8
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他
に
も
こ
ん
な
質
問

問

イ
ー
フ
ビ
ー
チ
中
通
り

の
歩
行
者
の
安
全
確
認

に
つ
い
て

問

県
道
イ
ー
フ
地
区
の
整

備
に
つ
い
て
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問

答

職員不祥事での管理責任は

町長・副町長の減給増

喜久里　猛 議員

喜
久
里

管
理
責
任
の
認
識
に
町

民
と
の
ず
れ
、
６
ケ
月
10
％
は
ど

れ
く
ら
い
か
。
農
家
へ
の
被
害
は
。

町
長

28
年
度
事
業
で
の
農
家
へ

の
直
接
的
な
被
害
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
。

総
務
課
長

町
長
・
副
町
長
の
給

与
の
み
で
合
計
76
万
２
千
６
０
０

円
で
、
こ
れ
に
12
月
の
ボ
ー
ナ
ス

分
を
加
算
す
る
と
約
１
０
０
万
円

近
く
な
る
。

喜
久
里

町
長
と
産
業
振
興
課
長

も
Ｆ
Ｍ
で
謝
罪
の
中
で
、
被
害
は

な
い
。
と
い
う
発
言
を
し
た
よ
う

で
す
が
、
農
家
に
直
接
的
被
害
が

無
く
て
も
農
家
に
対
す
る
公
金
を

使
わ
れ
た
の
に
、
こ
の
発
言
は
町

民
と
認
識
が
ず
れ
て
い
る
。
そ
れ

と
新
職
員
は
外
部
で
精
神
教
育
が

必
要
。

町
長

新
職
員
は
国
、
県
へ
の
研

修
派
遣
を
行
い
人
材
育
成
に
努
め

る
。

総
務
課
長

地
方
・
国
家
公
務
員

の
場
合
、
民
間
へ
の
派
遣
と
い
う

の
は
あ
ま
り
、
内
容
を
調
査
し
て

み
る
。

喜
久
里

外
部
研
修
で
人
間
教
育

を
や
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
か
ら
、

地
域
の
中
役
場
職
員
は
、
恵
ま
れ

た
位
置
に
あ
る
か
。

総
務
課
長

非
常
に
恵
ま
れ
た
立

場
で
あ
る
。

町
長

常
に
職
員
に
は
、
民
間
に

比
べ
る
と
非
常
に
裕
福
な
待
遇
で

あ
る
の
で
、
常
に
住
民
の
公
僕
と

し
て
や
る
べ
き
役
割
だ
と
思
う
。

喜
久
里

自
主
返
納
と
い
う
道
は

あ
る
か
。

総
務
課
長

労
基
法
上
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。

企
画
財
政
課
長

政
治
家
の
寄
付

行
為
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
、
出
来
な
い
。
今
回
も
条
例
で

出
て
い
る
が
、
も
し
こ
れ
以
上
の

分
を
削
減
す
る
場
合
は
条
例
改
正

に
な
る
。

問

兼
城
港
の
供
用
開
始
は

答

30
年
３
月
に

喜
久
里

供
用
開
始
に
向
け
た
条

件
整
備
は
、
作
業
者
の
排
煙・振
動・

船
の
排
煙
の
対
策
方
法
は
作
成
し

た
か
。

町
長

兼
城
地
区
最
後
の
工
事
を

８
月
18
日
に
発
注
し
、
地
元
業
者

が
落
札
、
粉
塵
対
策
に
つ
い
て
、

施
設
の
供
用
開
始
後
は
、
フ
ェ
リ

ー
の
停
泊
位
置
が
西
側
に
移
動
す

る
た
め
、
兼
城
港
へ
の
排
煙
は
低

減
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

喜
久
里

供
用
開
始
は
、
大
丈
夫

か
。

建
設
課
長

工
事
工
期
は
１
月
で

す
か
ら
30
年
３
月
に
は
兼
城
地
区

と
し
て
供
用
開
始
し
た
い
。

兼城港

他
に
も
こ
ん
な
質
問

問

防
災
倉
庫
の
町
民
へ
の

認
識
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2017（平成 29）年 12 月１日9

町政のここを問う



玉城　安雄 議員

問

答

被災時の業務継続計画は

早急に策定する

玉
城

災
害
や
事
故
で
重
要
業
務

を
中
断
さ
せ
ず
、
中
断
し
て
も
早
急

に
復
旧
さ
せ
る
た
め
の
業
務
継
続
計

画
の
策
定
は
。

町
長

策
定
中
の
防
災
計
画
の
中

に
一
部
網
羅
さ
れ
て
い
る
が
、
正
式

な
業
務
継
続
計
画
は
こ
れ
か
ら
策
定

す
る
。

玉
城

行
政
シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
。

総
務
課
長

日
々
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
は
確
保
し
て
い
る
、
よ
そ
に
デ
ー

タ
を
置
い
て
管
理
す
る
ク
ラ
ウ
ン
ド

サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
強
固
な
事
業
継

続
性
を
確
保
す
る
。

問

町
長
、
副
町
長
不
在

時
の
対
応
は

答

職
務
代
理
者

玉
城

町
長
、
副
町
長
が
不
在
の

時
、
様
々
な
問
題
が
起
こ
ら
な
い
と

も
限
ら
な
い
、
同
時
に
不
在
と
い
う

の
を
避
け
る
べ
き
だ
が
見
解
は
。

町
長

同
時
に
不
在
に
な
ら
な
い

よ
う
、
毎
週
厳
密
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
管
理
調
整
し
て
い
る
。

玉
城

両
方
不
在
と
い
う
の
は
何

回
あ
っ
た
か
。

総
務
課
長

28
年
度
、
町
長
の
出

張
が
80
件
あ
り
、
副
町
長
と
終
日
か

ぶ
っ
た
の
は
６
日
で
あ
る
。

玉
城

同
時
不
在
の
対
応
は
。

総
務
課
長

職
務
代
理
者
を
第
３

位
ま
で
定
め
緊
急
指
揮
命
令
系
統
図

を
作
成
し
て
い
る
。

問

バ
ー
デ
ハ
ウ
ス
の
運

営
は

答

年
度
内
に
方
向
性

玉
城

こ
の
施
設
は
町
民
の
健
康

増
進
施
設
、
観
光
施
設
と
し
て
重
要

で
あ
る
。
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
。

町
長

機
器
の
劣
化
が
著
し
く
安

定
稼
働
が
厳
し
い
中
、
一
刻
の
猶
予

も
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
年
度
内
に
具

体
的
な
方
策
を
示
す
。

玉
城

民
間
に
委
託
す
る
こ
と
も

選
択
肢
の
中
に
あ
る
か
。

商
工
観
光
課
長

雇
用
形
態
の
継
続

を
そ
の
ま
ま
に
し
民
間
委
託
、
指
定

管
理
が
い
い
の
か
含
め
て
調
整
す
る
。

玉
城

い
ず
れ
に
し
て
も
、
施
設

の
充
実
が
重
要
で
あ
る
、
経
営
安
定

化
に
向
け
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

問

仲
里
総
合
グ
ラ
ン
ド

管
理

答

現
状
に
沿
っ
た
管
理

玉
城

道
路
工
事
の
為
撤
去
し
た

フ
ェ
ン
ス
の
設
置
は
。

町
長

歩
道
幅
が
あ
る
た
め
必
要

な
い
と
考
え
る
。
駐
車
場
に
つ
い
て

は
段
差
が
あ
る
た
め
対
処
す
る
。

玉
城

Ｂ
＆
Ｇ
プ
ー
ル
の
屋
根
の

設
置
は
考
え
て
い
な
い
か
。

環
境
保
全
課
長

施
設
が
老
朽
化

し
て
い
る
た
め
、
引
き
続
き
遮
光
ネ

ッ
ト
で
対
応
す
る
。

10

バーデハウス

仲里総合運動公園

くめじま議会だより № 62
2017（平成 29）年 12 月１日

町政のここを問う



問

答

集落内道路の早期整備を

新規事業にて取り組む

盛本　實 議員

盛
本

町
内
の
各
集
落
内
の
道
路
が

経
年
劣
化
や
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
損

傷
が
著
し
く
安
全
な
交
通
が
維
持
で
き

な
い
箇
所
が
多
く
み
ら
れ
る
。
町
民
の

安
心
、
安
全
な
生
活
を
確
保
す
る
上
か

ら
も
早
急
な
整
備
が
望
ま
れ
る
が
、
今

後
の
対
策
は
。

町
長

現
行「
社
会
資
本
総
合
整
備

計
画
」が
30
年
度
で
終
了
す
る
事
か
ら

「
次
期
社
会
資
本
総
合
整
備
計
画
」（
31

年
度
～
36
年
度
）で
対
応
し
た
い
。
但

し
現
状
に
お
い
て
危
険
性
が
あ
る
箇
所

に
つ
い
て
は
随
時
応
急
的
な
補
修
を
し

な
が
ら
対
応
す
る
。

問

洪
水
対
策
は

答

県
へ
要
請
を

盛
本

謝
名
堂
川
水
域
に
つ
い
て

は
、
過
去
数
回
も
洪
水
被
害
に
見
舞
わ

れ
て
い
る
。
近
年
、
全
国
各
地
で
発
生

し
て
い
る
記
録
的
な
豪
雨
、
大
雨
と
同

様
な
雨
量
が
久
米
島
を
襲
っ
た
時
、
現

状
の
謝
名
堂
川
の
幅
員
で
は
、
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
大
き
い
。

よ
っ
て
災
害
の
未
然
防
止
の
観
点
よ
り

早
急
な
整
備
が
望
ま
れ
る
が
、
町
と
し

て
の
取
り
組
み
は
。

町
長

本
河
川
の
財
産
権
及
び
管
理

義
務
は
沖
縄
県
に
あ
る
。
現
在
整
備
に

向
け
て
設
計
の
途
中
で
あ
り
町
や
仲
里

土
地
改
良
区
と
調
整
等
々
を
し
て
い
る

最
中
で
あ
る
。
町
と
し
て
も
早
急
に
事

業
を
推
進
す
る
よ
う
に
強
く
要
請
を
行

う
。

問

土
地
利
用
計
画
は

答

沖
縄
県
及
び
仲
里
土

地
改
良
区
と
調
整

盛
本

タ
イ
原
池
は
昭
和
10
年
代
に

築
造
さ
れ
て
お
り
老
朽
化
が
激
し
い
と

思
わ
れ
る
が
整
備
の
計
画
は
な
い
の

か
。
ま
た
、
沖
縄
県
に
お
い
て
は
儀
間

ダ
ム
総
合
整
備
計
画
で
タ
イ
原
池
の
整

備
も
目
論
み
周
辺
地
域
で
広
大
な
用
地

買
収
を
行
っ
た
が
タ
イ
原
池
の
整
備
が

中
止
と
な
っ
た
今
、
そ
の
土
地
の
利
用

計
画
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
が
今
後

の
方
針
は
。

町
長

タ
イ
原
池
の
整
備
及
び
池
周

辺
の
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て
は
、
沖

縄
県
と
十
分
な
調
整
を
図
り
な
が
ら
対

応
し
て
い
く
。

他
に
も
こ
ん
な
質
問

問

県
道
整
備
に
つ
い
て

問

町
道
整
備
に
つ
い
て

比嘉・謝名堂地区
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平良　弘光 議員

問

答

旧集落跡の保全を

文化財的価値を残す

平
良

旧
阿
嘉
集
落
は
台
風
、
津

波
等
の
被
害
の
た
め
、
現
在
の
位

置
に
移
転
し
た
が
、
旧
集
落
跡
を

整
備
し
、
久
米
島
町
に
お
け
る
集

落
移
転
の
変
遷
と
し
て
、
保
全
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

又
移
転
の
詳
細
に
つ
い
て
記
載
し

た
記
念
碑
等
の
建
立
も
必
要
で
は

な
い
か
。

博
物
館
長

実
際
に
現
場
を
確
認

し
た
が
、
屋
敷
囲
い
の
石
垣
、
フ

ク
ギ
の
木
も
現
存
し
て
い
て
、
集

落
跡
と
し
て
は
、
た
い
へ
ん
貴
重

で
あ
る
と
考
え
る
。

問

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

の
現
状
は

答

老
朽
化
し
て
い
る

平
良

仮
に
現
施
設
が
１
０
０
％

使
え
な
く
な
っ
た
場
合
、
ゴ
ミ
処

理
は
ど
う
す
る
の
か
。

環
境
保
全
課
長

２
炉
止
ま
っ
た

時
の
こ
と
を
考
え
る
と
大
変
心
配

で
す
が
、
そ
の
対
策
と
し
て
は
、

一
時
保
管
し
て
燃
や
す
状
態
に
な

り
か
ね
な
い
。

平
良

ゴ
ミ
処
理
に
つ
い
て
は
、

適
正
に
処
理
を
進
め
て
行
か
な
け

れ
ば
環
境
に
与
え
る
影
響
は
大
き

い
も
の
が
あ
る
。

問

農
道
の
整
備
は

答

整
備
を
進
め
る

平
良

比
屋
定
シ
ン
バ
ル
か
ら
エ

ポ
ッ
ク
向
け
の
一
部
に
未
舗
装
の

農
道
が
あ
る
が
、
そ
の
整
備
計
画

は
予
定
さ
れ
て
い
る
か
。

町
長

28
年
か
ら
31
年
ま
で
の
整

備
計
画
の
中
で
整
備
が
出
来
る
よ

う
に
進
め
る
。

問

幼
稚
園
の
移
転
を

答

避
難
訓
練
で
対
応

平
良

先
の
東
北
大
震
災
で
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
学
校
か
ら
自
宅
等

へ
避
難
を
し
て
犠
牲
に
な
っ
た
生

徒
も
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る

と
災
害
弱
者
で
あ
る
幼
稚
園
児
が

学
校
か
ら
移
動
す
る
こ
と
な
く
、

１
０
０
％
安
全
が
確
保
さ
れ
る
こ

と
が
重
要
で
は
な
い
か
。

教
育
長

清
水
幼
稚
園
の
避
難
場

所
は
、
改
善
セ
ン
タ
ー
を
予
定
し

て
い
る
が
、
毎
年
避
難
訓
練
の
中

で
時
間
を
計
っ
て
い
る
が
現
在
の

と
こ
ろ
、
11
分
か
ら
12
分
程
度
の

時
間
を
要
し
て
い
ま
す
。

12
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問

答

掲示板の設置を

予算の範囲内で対応する

喜久村　等 議員

喜
久
村

本
町
の
九
割
の
字
が
掲

示
板
の
新
設
、
建
て
替
え
、
補
修

の
要
望
が
あ
る
が
新
た
な
掲
示
板

の
設
置
は
で
き
な
い
か
。

町
長

三
年
前
に
も
修
繕
を
行
っ

て
い
る
た
め
、
優
先
順
位
を
定
め

て
予
算
の
範
囲
内
で
対
応
す
る
。

喜
久
村

従
来
型
で
は
な
く
引
き

戸
式
や
跳
ね
上
げ
式
の
設
置
で
、

一
括
交
付
金
の
活
用
と
か
他
に
メ

ニ
ュ
ー
は
な
い
か
。

町
長

再
度
一
括
交
付
金
等
の
事

例
が
な
い
か
調
査
し
、
等
し
く
サ

ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。

問

道
路
の
拡
張
を

答

補
修
を
検
討

喜
久
村

上
阿
嘉
の
ウ
ザ
原
、
久

米
島
紬
の
染
色
場
に
行
く
道

１
０
０
メ
ー
ト
ル
程
の
道
路
整
備

は
で
き
な
い
か
。

町
長

延
長
基
準
外
の
補
助
事
業

で
の
整
備
は
厳
し
い
。
現
在
、
久

米
島
紬
泥
染
場
に
向
か
う
上
阿
嘉

六
号
線
ボ
ッ
ク
ス
改
修
の
改
修
工

事
を
計
画
し
て
お
り
、
改
修
工
事

完
了
後
、
上
阿
嘉
六
号
線
を
利
用

し
、
そ
の
間
は
再
生
材
等
で
補
修

を
検
討
す
る
。

問

農
道
整
備
を

答

調
査
し
検
討
す
る

喜
久
村

島
尻
の
ト
ク
ジ
ム
原
は

道
路
が
崩
れ
、
非
常
に
危
険
な
道

に
な
っ
て
い
る
が
対
策
は
。

町
長

こ
の
道
は
非
常
に
危
険
な

状
態
と
判
断
し
て
お
り
、
早
急
に

対
応
策
を
検
討
す
る
。

喜
久
村

島
尻
の
ト
ク
ジ
ム
原
で

法
面
が
崩
れ
道
路
を
ふ
さ
い
で
い

る
が
、
土
砂
の
撤
去
は
で
き
な
い

か
。

町
長

撤
去
時
に
法
面
が
崩
れ
る

二
次
災
害
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
再
度
現
場
踏
査
し
、
工
法
を

検
討
し
予
算
調
整
を
す
る
。

喜
久
村

島
尻
の
ク
サ
ト
原
の
道

路
が
約
50
メ
ー
ト
ル
程
、
舗
装
さ

れ
て
い
な
い
が
そ
の
区
間
の
舗
装

は
で
き
な
い
か
。

町
長

農
道
島
尻
四
号
線
で
未
舗

装
箇
所
は
75
メ
ー
ト
ル
程
あ
り
、

未
舗
装
の
原
因
と
当
時
の
状
況
等

を
調
整
し
、
関
係
課
で
協
議
し
検

討
す
る
。

掲示板
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饒平名�智弘 議員

問

答

台湾船監視事業の継続を

関係機関と連携

饒
平
名

本
町
の
漁
業
は
日
台
漁

業
協
定
に
よ
り
、
良
質
な
漁
場
が
縮

小
さ
れ
て
困
っ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
国
の
台
湾
船
監
視

事
業
が
あ
る
が
、
毎
年
度
監
視
事
業

が
縮
小
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

今
後
、
監
視
事
業
が
さ
ら
に
縮
小
、

ま
た
無
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
る
が
、
町
長
は
監
視
事
業
の
継
続

を
国
や
県
に
強
く
働
き
か
け
を
す
る

考
え
は
あ
る
の
か
伺
い
た
い
。

町
長

29
年
８
月
に
、
沖
縄
県
知

事
、沖
縄
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、

沖
縄
県
漁
業
協
同
組
合
長
の
連
名
で

農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
日
台
漁
業

取
り
決
め
及
び
日
中
漁
業
協
定
の
見

直
し
等
を
求
め
る
要
請
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
久
米
島
町
と
し
て
は
必
要

に
応
じ
て
関
係
機
関
と
連
携
し
て
い

き
た
い
。

饒
平
名

台
湾
船
監
視
事
業
は
町
・

県
が
国
に
強
く
要
請
を
す
れ
ば
継
続

で
き
る
と
思
う
。
監
視
事
業
が
な
く

な
っ
た
ら
台
湾
船
が
違
法
操
業
を
す

る
可
能
性
や
、
久
米
島
の
漁
師
と
の

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
と
が
起
こ
る
前
に
町
長

は
、
県
・
国
に
事
業
の
継
続
を
強
く

伝
え
て
ほ
し
い
。

問

小
・
中
学
校
に
冷
房
設

備
を

答

早
急
に
取
り
組
む

饒
平
名

本
町
の
小
・
中
学
校
に

は
冷
房
設
備
は
な
さ
れ
て
い
る
の

か
。
教
室
の
温
度
等
の
状
況
把
握
は

し
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

教
育
長

比
屋
定
小
学
校
の
普
通

教
室
の
み
ク
ー
ラ
ー
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
以
外
の
小
・
中
学
校
の

普
通
教
室
に
は
未
だ
冷
房
設
備
の
設

置
は
な
い
。
各
学
校
の
授
業
の
様
子

や
教
室
環
境
に
つ
い
て
は
把
握
し
て

お
り
、
特
に
中
学
校
に
関
し
て
は
学

級
の
生
徒
数
が
多
く
、
夏
場
は
授
業

に
身
が
入
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
と
思

う
。

饒
平
名

他
市
町
村
の
冷
房
設
備

の
設
置
状
況
は
那
覇
市
、
浦
添
市
は

全
小
中
学
校
の
普
通
教
室
に
冷
房
設

備
が
設
置
さ
れ
て
お
り
本
町
以
外
の

10
町
中
６
町
及
び
に
近
隣
離
島
の
６

村
中
４
村
で
９
割
以
上
の
普
通
教
室

に
冷
房
設
備
が
設
置
が
な
さ
れ
て
い

る
。
他
の
市
町
村
は
９
割
以
上
の
普

通
教
室
に
冷
房
設
備
が
さ
れ
て
い
る

と
回
答
し
て
い
る
。
本
町
も
早
急
に

普
通
教
室
に
冷
房
設
備
を
設
置
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
。
現
場
出
身
の

教
育
長
は
学
校
教
室
の
暑
さ
は
一
番

分
か
る
と
思
う
。

町
長

三
年
以
内
を
目
処
に
全
て

の
子
供
が
冷
房
設
備
の
中
で
勉
強
が

で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

14
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Ｐ１１（他にもこんな質問）

Ｐ１４（議会のうごき）

問

答

観光における懸念

スピード感で対応

翁長　学 議員

翁
長

今
年
の
観
光
客
の
入
客
が

好
調
な
時
に
、
旅
客
運
送
業
者
の
廃

業
に
お
い
て
、
今
後
の
久
米
島
観
光

が
マ
イ
ナ
ス
に
な
ら
な
い
か
、
特
に

団
体
客
の
誘
致
が
困
難
に
な
ら
な
い

か
町
と
し
て
対
策
を
考
え
て
い
る

か
。

町
長

観
光
バ
ス
の
安
定
確
保
に

つ
い
て
、
観
光
事
業
者
を
ま
と
め
、

受
入
体
制
の
強
化
に
取
り
組
む
。

翁
長

１
月
か
ら
今
ま
で
の
久
米

島
に
お
い
て
の
観
光
の
動
き
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

商
工
観
光
課
長

８
月
現
在
の
入

域
客
数
で
す
が
、
対
前
年
度
比

１
０
３
．
２
％
で
増
加
し
て
い
る
。

翁
長

観
光
客
が
増
え
て
い
る
と

言
う
こ
と
で
、
廃
業
だ
と
懸
念
さ
れ

る
。現
営
業
し
て
い
る
会
社
は
以
前
、

保
有
台
数
が
12
台
あ
り
、
同
業
者
が

現
れ
て
半
分
以
下
に
な
っ
て
い
る
。

急
に
４
～
５
台
増
車
は
無
理
で
経
費

が
か
か
る
。
現
バ
ス
会
社
に
対
し
て

何
か
の
対
策
を
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
か
。

町
長

非
常
に
急
を
要
す
る
問
題

で
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
対
応
さ

せ
る
。

12月12日（火）・13日（水）開会予定

議会だより 61 号 (9 月号 ) の一部訂正について
　　表紙（久米島の人口の数字）、P11（他にもこんな質問）、P14（議会のうごき）に誤りがありました。下記の
とおり訂正のご案内をさせていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。

平成２９年７月のうごき

男：4,250 人
女：3,711 人
計：7,961 人

児童保育

２３日・「山元大臣」

男：4,272 人
女：3,737 人
計：8,009 人

学童保育

２３日・「山本大臣」

表 紙（久米島の人口の数字）

訂正後→ 訂正後→

訂正後→
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職員不祥事の再発防止を強く求める決議
　平成２９年８月１８日、公金を横領したとして、元町職員が刑事告
訴された。
　同日、町長は、事件を起こした職員に対して懲戒免職処分を決定し、
当該職員の直属の上司についても管理監督責任として給与削減の決定
をした。
　町長、副町長の管理監督者としての責任は重大であり、今定例会に
おいて給与の削減条例を議決した。
　今回の事件は、当該職員の公務員としての責任と自覚の欠如及び組
織の管理体制の不備に起因するものと断ぜざる得ない。この問題は、
町民に多大な不利益を与える行為であり、全体の奉仕者として厳正に
職務を遂行すべき公務員が、町行政に対する町民の期待と信頼を失墜
させたことはきわめて遺憾である。
　よって、本町議会は、今後このような事態が二度と繰り返されるこ
とのないように、町長を初め職員が抜本的な意識改革や服務規律の徹
底を図り、法令遵守の確立に務め、町民の信頼回復に向けて取り組む
よう強く要望する。

以上、決議する。
　　
　平成２９年９月２７日
　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県久米島町議会議長　幸地　猛

　久米島町長　　大　田 治　雄　　殿
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二
元
代
表
制
と
い
う
制
度
は

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
二
元
代
表

制
と
は
住
民
が
直
接
選
挙
で
首

長（
町
長
）
と
議
員
を
選
ぶ
制
度

で
、
首
相（
総
理
大
臣
）
を
議
員

か
ら
選
ぶ「
議
院
内
閣
制
」
の
国

政
と
は
異
な
り
ま
す
。
首
長（
町

長
）の
権
限
は
予
算
や
条
例
な
ど

の
議
案
提
出
や
人
事
な
ど
幅
広

く
、
議
会
は
住
民
の
代
表
機
関
、

地
方
自
治
体
の
最
終
意
思
決
定

機
関
と
し
て
、
審
議
機
能
・
監
視

機
能
・
さ
ら
に
政
策
形
成
機
能

を
有
し
て
い
ま
す
。
住
民
は
首

長（
町
長
）
と
議
会
、
執
行
と
決

定
と
い
う
、
２
つ
の
意
志
を
作

り
ま
す
。
こ
の
微
妙
な「
ズ
レ
」

が
二
元
代
表
制
の
優
れ
た
と
こ

ろ
で
す
。
こ
の「
ズ
レ
」
に
よ
り

２
つ
の
機
関
が
民
意
を
め
ぐ
っ

て
是
々
非
（々
良
い
部
分
は
評
価

し
、
悪
い
部
分
は
正
す
）の
議
論

を
す
る
の
が
、
本
来
の
議
会
の
あ

り
方
で
あ
り
ま
す
。　

（
盛
本	

實	

議
員
）
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